
  平成２０年１２月２４日 

国土交通省住宅局 

 

離職者の居住安定確保に向けた対策について 

 

厳しい経済状況の下で離職者の居住の安定確保を図る必要性に鑑み、

国土交通省においては、別添の通り公的賃貸住宅ストックを活用した対

策の円滑化等を推進することとしています。１２月１８日付けでお知ら

せした公営住宅の目的外使用に係る承認手続きの合理化以外の主要な取

組内容は以下の通りです。 

 

○ 地方公共団体等が供給する地域優良賃貸住宅の目的外使用に係る承

認手続きの合理化（１２月２２日付けで対応） 

 

○ 都市再生機構（ＵＲ）賃貸住宅の空家の活用（定期借家契約により

低廉な家賃で提供） 

 

○ 地域住宅交付金の活用による地方公共団体独自の提案による取組み

の推進 

 

 また、国土交通省としては離職者向けに活用可能な公営住宅、特定公

共賃貸住宅等の空家の情報を離職者が入手可能な環境整備を図るため、

厚生労働省に都道府県等の住宅担当部局に係る連絡先及び担当者のリス

トを提供し、当該情報が全国の主要なハローワークにおいて共有される

よう措置することとしています。 

 

お問合せ先 

  住宅局 住宅総合整備課 田中、江田（UR関係以外） 

      03-5253-8111 (代表) (内線39-343、39-313) 

      03-5253-8506 (直通) 

  住宅局 総務課民間事業支援調整室 石坂、中井（UR関係）

03-5253-8111 (代表) (内線39-153、39-163) 

      03-5253-8503 (直通) 

 


